
2026年1月27日  

 

簡易内管施工登録店 各位  

 

京葉ガス株式会社  

簡易内管施工登録店運営事務局  

 

認定施工者の更新保安講習について（ご案内） 

 

標記の件、2026年3月31日に有効期限を迎える当社認定施工者に対する更新保安講習のご案内となります。 

本年は、インターネットを活用した理解度診断へ回答していただくことで、更新保安講習の受講完了とする運用

を試験的に実施いたします。 

つきましては、本年における認定施工者更新手続きを次の通りとしますので、内容をご確認いただきご対応  

いただきますようお願いいたします。  

 

記 

 

１．本年における更新保安講習の運用について 

本年の更新保安講習に関する運用は次の通りといたします。 

(1) 更新対象の認定施工士の方は、お送りした保安講習資料をご確認いただいた後、次に掲げるURL又は

QRコードから理解度診断にアクセスしていただきます。 

(2) 理解度診断ご回答いただくことで更新保安講習の受講を完了したものとして取扱い、更新手続きを進め 

させていただきます。 

(3) 理解度診断はパソコン・タブレット・スマートフォンの何れも使用可能です。 

(4) 本運用は本年試験的に実施するものです。従って、更新保安講習受講費用(5,200円)は不要といたします。 

【理解度診断URL】 https://forms.office.com/r/vuzQ1R7ZGw?origin=lprLink 

【理解度診断QRコード】  

 

 

 

 

２．更新手続き  

①更新対象施工士の所属する簡易内管施工登録店に講習資料を送付いたします。  

②更新講習受講対象施工士は、講習資料により学習後、理解度診断を実施して下さい。 なお、理解度診断は

何回でも実施可能ですので、理解の促進にご活用ください。 

③理解度診断は、上述のURL･QRコードにアクセスしてご回答ください。 回答終了後、不正解であった設問に

ついては正解が表示されますのでご確認及びご活用ください。 

④理解度診断の回答状況は京葉ガスで確認可能なため、回答終了の連絡は必要ありません。  

⑤ご回答いただいた施工士について認定施工士としての更新登録処理を進めます。 

※ なお、更新登録処理の都合上、3月10日（火）までに理解度診断にご回答いただくようお願いいたします。  

３．更新保安講習修了証について  

更新保安講習を修了した証として、講習修了シールを郵送いたします。 

（一社）日本ガス協会所定の簡易内管施工士資格者証の裏面にへの貼付をお願いします。 



４．次回以降の更新保安講習について 

次回(2027年)以降の更新保安講習については。その実施方法について検討中です。 

詳細は決定次第ご案内いたします。 

 

５．問合わせ先  

京葉ガス株式会社 供給企画部内 簡易内管施工登録店運営事務局 担当：内海  

【住所】 〒272-8580 千葉県市川市市川南2‐8‐8  

【電話】 047-325-4512  【FAX】 047-325-4150  【E-mail】 kani-jimukyoku@keiyogas.co.jp  

※問い合わせは可能な限りE-mailでお願いします。  

以 上 

 

 


